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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

＜基本的な考え方＞　
　当行は「健全性を維持しつつ、地域に密着し、地域に貢献する」ことを経営理念として掲げ、地域経済の発展に努めてまいりました。特に地域貢
献は地域金融機関としての資金仲介機能、取引先との間柄重視が最も重要と考えております。今後も株主をはじめお客さま、従業員、地域社会
等のステークホルダーの方々の権利・利益を尊重するとともにその信頼にお応えするピープルズバンクとして地域社会の発展に貢献するよう努め
てまいります。

＜基本方針＞
　　この考え方のもと、企業統治体制として、監査役会設置会社制度を採用し、監査役会による監査機能を有効に活用するとともに、独立性の高
い社外役員を複数名選任し、社外の視点による監督機能を併せて活用することで、コーポレートガバナンスの実効性の向上を図っております。ま
た、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締役会がより実効性の高い経営の監
督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が行なえる体制を図っております。

＜コーポレート・ガバナンスの当行の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況＞

（1）当行の機関の内容

　当行の取締役会は、10名の取締役で構成され、そのうち３名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事
項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。
　また、当行は監査役制度を採用しており、監査役４名のうち３名は社外監査役としております。各監査役は監査役会が定めた監査方針及
び監査計画に基づき、取締役会や常務会への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況を監査しております。なお、監査役制
度をより有効に機能させるため、監査役室を常設し、専属スタッフが監査役による監査をサポートする体制としております。
　当行の定款に定める役員の定数は、取締役を１５名以内、監査役を４名以内としております。また、その選任は取締役・監査役ともに、株主
総会において選任することとし、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行なうこと、並びに取締役の選任決議は累積投票によらないことを当行の定款に定めております。
　当行では、取締役会の下部組織として「コンプライアンス委員会」を設け、コンプライアンス態勢の評価、チェックを定期的に行うとともに半期
ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、進捗状況も含め、適宜、取締役会へ報告しております。

（2）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
　
　内部監査部門（監査部）は、本部・営業店及び関連会社に対して十分な牽制機能が働くよう、担当する取締役を専担（頭取）とするなど、独
立性を確保する体制となっております。また、営業店65店舗、本部12部署、連結子会社７社に対し内部監査を実施し、内部事務処理等の問
題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢等の評価及び問題点の改善方法の提言を行っております。内部監査、監査役監査、会計監
査の各監査制度を補完するために相互の連携を図り、監査効果と監査効率を高める必要があることを認識しております。

（3）リスク管理体制の整備状況

　当行では、リスク管理が経営の最重要課題の一つであることを認識し、各リスクの特性を理解した上で統合的に管理することにより、安定
的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を目指しております。
　こうしたリスク管理については、頭取を議長とした「リスク管理委員会」に付議・報告しております。なお、同委員会は原則として月1回以上
開催しております。
　また、信用リスク管理の更なる高度化を図ることを目的として、リスク企画管理グループを設置しており、リスク管理態勢やリスク管理手法
の高度化を図っております。
　コンプライアンス(法令遵守）につきましても、お客さまの信頼に応えるための基本と位置付け、その徹底を図るとともに、コンプライアンス委員
会を設置し、チェック機能等の一層の強化に取組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの各項目について全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1―4】
○政策株式に関する方針　　　　　　　　　　　
　当行は、政策株式について、お取引先並びに当行グループの持続的な企業価値向上に必要と判断される場合に保有いたします。
　政策株式保有の必要性については、個別銘柄ごとに中長期的な経済合理性や将来の見通し、地域経済との関連性などを検証し判断いたしま
す。

○議決権行使基準　　　　　　　　　　　　　　
当行は、政策保有株式について、中長期的な企業価値向上などの観点から各議案の賛否を判断し、議決権を行使いたします。
　なお、株式価値に大幅な変動を与える場合や開示内容に不明な点がある場合には、個別に対話を行ない、賛否を判断いたします。
　



【原則1―7】
　当行や株主の利益に反する取引が行なわれることがないよう、以下の手続きを定めております。
・取締役会規則において、取締役の競業および当行と取締役との重要な取引については取締役会の承認または報告を要することを定めておりま
す。
・取締役会決議により「コンプライアンスマニュアル」を制定し、銀行の子会社、主要株主などの特定関係者との取引ルールを定めるとともに定期
的にその遵守状況をコンプライアンス委員会へ報告しております。

【原則3―1】
(1)経営理念や中期計画を策定し公表しております。経営理念については本報告書「1.基本的な考え方」に記載しております。また、中期経営計画
については当行ホームページに記載しておりますので、ご参照下さい。

＜中期経営計画＞　http://www.okinawa-bank.jp/corporate/tyuki.html

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
　　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書『1.基本的な考え方』に記載しておりますので、ご参照下さ
い。
　　　
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

＜報酬の決定に関する方針＞
・取締役の報酬については、月次で支給する「確定金額報酬額」と単年度の業績に応じて支給する「賞与」、中長期の企業価値向上、株価上昇へ
の意欲や士気を高めるための「株式報酬型ストックオプション」で構成されております。
・社外取締役並びに監査役については、独立性の観点から「確定金額報酬額」のみとしております。

＜報酬の決定に関する手続き＞
・取締役の「確定金額報酬額」は、年額132百万円以内（うち社外取締役分は年額15百万円以内）、「株式報酬型ストックオプション」は年額100百
万円以内、監査役の「確定金額報酬額」は年額40百万円以内として株主総会の承認を得ており、取締役または監査役の報酬は、それぞれの定め
られた範囲内において取締役会の決議または監査役会の協議により決定しております。
また、「賞与」については、都度、株主総会の議案として上程し、その総額の承認を得ており、その範囲内で取締役会の決議により配分を決定して
おります。

(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

＜取締役・監査役の指名に関する方針＞
・当行の経営理念に基づき、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物を取締役候補者として指名してお
ります。
・独立性を兼ね備え、当行の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することができると期待される人物を
監査役候補者として指名しております。

＜取締役・監査役の指名に関する手続き＞
・取締役については、その業績評価等を踏まえ、頭取が同候補者を取締役会に推薦し、取締役会の決議により決定しております。
・監査役については、頭取が同候補者を監査役会に推薦し、監査役会の同意を得た上で、取締役会の決議により決定しております。

（5）取締役候補者及び監査役候補者の選任理由は本報告書で以下の通り開示します。なお、平成28年6月24日開催された第85回定時株主総会
において、いずれの候補者についても選任されております。

[取締役候補者の選任理由]
・安里 昌利（再任）
　審査部門、営業推進部門等に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成14年に代表取締役頭取、平成23年より代表取締役会長として、銀行経営全般に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果
たしております。こうしたこれまでの実績を踏まえ、引き続き、当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判
断し、取締役候補者として選任しております。

・玉城　義昭（再任）
　人事部門、経営企画部門等に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成23年より代表取締役頭取として、銀行経営全般に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれま
での実績を踏まえ、引き続き、当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判断し、取締役候補者として選任し
ております。

・伊計　衛（再任）
　審査部門、営業推進部門等に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成25年より取締役として、銀行経営に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの実績を踏
まえ、引き続き、当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判断し、取締役候補者として選任しております。

・山城　正保（再任）
　営業推進部門、経営企画部門等に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成25年より取締役として、銀行経営に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの実績を踏
まえ、引き続き、当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判断し、取締役候補者として選任しております。

・金城　善輝（再任）
　営業推進部門、経営企画部門等に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成26年より取締役として、銀行経営に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの実績を踏
まえ、引き続き、当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判断し、取締役候補者として選任しております。

・保久盛　長哲（再任）
　リスク管理部門、事務・システム管理部門等に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成26年より取締役として、銀行経営に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの実績を踏
まえ、引き続き、当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判断し、取締役候補者として選任しております。

・仲本　善政（再任）



　市場部門に携わるほか営業店長を務めるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成27年より取締役として、銀行経営に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの実績を踏
まえ、引き続き、当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判断し、取締役候補者として選任しております。

・田港　博和（再任）
　公認会計士として長年の経験を有しており、特に企業会計全般に関する豊富な専門知識と幅広い見識を有し精通しております。こうした知識・見
識を引き続き社外取締役として、当行の経営に活かしていただくため、取締役候補者として選任しております。
　なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、業務執行を行う
経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれもなく、引き続き、同氏の知識や見識等を経営の監督に活かしていただき
たいため、社外取締役候補者としております。

・内間　康洋（新任）
　警察官として長年の経験を有しており、特に反社会的勢力対応や金融犯罪に関する豊富な専門知識と幅広い見識を有し精通しております。こう
した知識・見識を社外取締役として、当行の経営に活かしていただくため、取締役候補者として選任しております。
　なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、業務執行を行う
経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれもなく、今後、同氏の知識や見識等を経営の監督に活かしていただきたい
ため、社外取締役候補者としております。

・大城　浩（新任）
　教育者として長年の経験を有しており、特に教育行政や国際交流・人材育成に関する豊富な専門知識と幅広い見識を有し精通しております。こ
うした知識・見識を社外取締役として、当行の経営に活かしていただくため、取締役候補者として選任しております。
　なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、業務執行を行う
経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれもなく、今後、同氏の知識や見識等を経営の監督に活かしていただきたい
ため、社外取締役候補者としております

[監査役候補者の選任理由]
・金城　唯士（新任）
　審査部門、経営企画部門等に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。
　また、平成20年に取締役に就任、平成26年より代表取締役専務として、銀行経営全般に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果た
しております。こうしたこれまでの実績を踏まえ、今後、独立した立場から取締役の職務の執行を監査することにより、当行グループの中長期的な
企業価値の向上に貢献することが期待できる人物と判断し、監査役候補者として選任しております。

【補充原則4―1－(1)】
取締役会においては法令で定める事項のほか取締役会規則に定めた中期経営計画の策定等各種業務施策のうち重要なものについて決定して
おります。
また、取締役会決議事項以外の業務執行につきましては、行内規程に則り適切な範囲で常務会等の権限委譲会議体または取締役へ委ねること
により効率的な業務の執行を行なっております。

【原則4―8】
取締役会の全体としての知識・経験・専門性を備えたバランスの取れた構成を図るとともに社外の視点を経営の意思決定、監督機能の強化に繋
げるため、独立性のある社外取締役を３名配置しております。

【原則4―9】
当行の「社外役員の独立性判断基準」につきましては、本報告書の「2.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しておりますの
で、ご参照ください。

【補充原則4―11－(1)】
取締役会の活性化を図る観点から、当行の業務に精通した「社内取締役」と社外における豊富な経験と知見を有する「社外取締役」を組み合わせ
て、取締役会全体としての知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう専門知識や経験等のバックグランドが異なる多様な取締役で構成
しております。

【補充原則4―11－(2)】
当行の取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する状況は下記のとおりです。

＜取締役＞
安里　昌利　　沖縄セルラー電話株式会社　社外監査役

＜監査役＞
本永　浩之　　沖縄電力株式会社　代表取締役副社長

【補充原則4－11－（3）】
・評価プロセス
取締役会の実効性に関するアンケート調査を取締役及び監査役の全員に実施し、また議長および社外役員へは事務局にてインタビューも実施し
ております。それらの回答及び意見を踏まえ、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行っております。
・分析・評価結果
当行の取締役会は、多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成のもと、当行および当行グループの経営方針や経営課題を取締役会メン
バー各々が共有し、意思決定及び監督機能を十分に発揮しており、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しております。
・今後の改善に向けた取組み
中長期的な企業価値の一層の向上を目指すうえで、取締役会における審議をこれまで以上に活性化するための対応として、取締役会の運営面
等において、以下の改善策に取り組んでまいります。

1．業務執行にかかる取締役会決議事項(法令で定められた取締役会専決事項を除く)の下位会議体等への権限委譲範囲の見直し
2．十分な審議時間確保のための取締役会における資料および説明方法の改善（分量削減、サマリー資料の添付など）
3．社外役員を含む役員向け研修の充実

【補充原則4―14－(2)】
当行は、取締役・監査役がそれぞれの役割・責務を果たすために必要な知識を習得できる機会を提供するとともにその費用の支援を行ないます。

【補充原則5―1】



株主との対話については、以下の方針を定め積極的に取組んでおります。

(1)株主との対話
総合企画部担当役員を責任者として、積極的に機会の提供を図っております。頭取、代表取締役以外の役員も対話に参加しております。

(2）建設的な対話を促進するための体制
総合企画部を株主との対話の申込み窓口としています。また、総合企画部は、営業部門や管理部門等と連携することにより、各種の経営情報を
収集・分析し、適切な形で情報提供できる体制を整備しております。

(3）個別の面談以外の対話手段の充実
株主との対話の一環として、各種のIR説明会（東京でのラージ・ミーティング等）を継続実施しております。また、IRサイトやディスクロージャー誌な
どにより、分かりやすい情報開示に努めております。

(4）株主意見のフィードバック
株主との対話のなかで把握した意見などは、総合企画部から経営陣へ適宜フィードバックするとともに、取締役会へ定期的に報告を実施しており
ます。

(5）インサイダー情報の管理
重要な会社情報を適切に管理し、インサイダー取引の防止を図るための行内規程を定め、周知徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

NORTHERN ＴＲＵＳＴ CO.（AVFC） RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS
INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

1,241,300 6.14

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUNDS
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

721,700 3.57

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

721,100 3.52

沖縄土地住宅株式会社 591,553 2.92

日本生命保険相互会社 557,323 2.75

沖縄銀行行員持株会 553,803 2.74

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCR00
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

542,300 2.68

沖縄電力株式会社 494,000 2.44

NORTHERN TRUST CO. SUV A/C NON TREATY
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

462,200 2.28

住友生命保険相互会社 456,400 2.25

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

・上記のほか当行所有の自己株式219千株（1.08％）があります。
・シルチェスター・パートナーズ・リミテッド（シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドから商号変更）及びシルチェスター・イ
ンターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから、平成22年11月8日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）に
より、シルチェスター・パートナーズ・リミテッドがシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーに対して株式を全て譲渡
し、平成22年11月1日現在で2,849千株（13.32％）の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当行として平成28年3月末時点の実
質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定されて
いる人数 3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

田港　博和 公認会計士 ○

内間　康洋 他の会社の出身者 ○

大城　浩 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田港　博和 ○

田港博和公認会計士事務所 代表
公認会計士

定型的な預金及び融資取引があります。
融資については個人取引であり、その規
模・性質等からみて、当行の独立社外役
員の独立性判断基準を満たしており、一
般株主と利益相反が生じるおそれはない
と判断されることから概要の記載は省略
いたします。

公認会計士として長年の経験を有しており、特
に企業会計全般に関する豊富な専門知識と幅
広い見識を有し精通しております。こうした知
識・見識を引き続き社外取締役として、当行の
経営に活かしていただくため、社外取締役とし
て選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準
に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと実質的に判断し、独立役員に
指定しております。

定型的な預金及び融資取引があります。
融資については個人取引であり、その規
模・性質等からみて、当行の独立社外役

警察官として長年の経験を有しており、特に反
社会的勢力対応や金融犯罪に関する豊富な
専門知識と幅広い見識を有し精通しておりま
す。こうした知識・見識を社外取締役として、当
行の経営に活かしていただくため、取締役とし



内間　康洋 ○ 員の独立性判断基準を満たしており、一
般株主と利益相反が生じるおそれはない
と判断されることから概要の記載は省略
いたします。

て選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準
に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと実質的に判断し、独立役員に
指定しております。

大城　浩 ○

定型的な預金取引があります。その性質
等からみて、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはないと判断されることから概要
の記載は省略いたします。

教育者として長年の経験を有しており、特に教
育行政や国際交流・人材育成に関する豊富な
専門知識と幅広い見識を有し精通しておりま
す。こうした知識・見識を社外取締役として、当
行の経営に活かしていただくため、取締役とし
て選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準
に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと実質的に判断し、独立役員に
指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人及び内部監査部門の連携：決算時と、本部および営業店監査時に監査実施状況等の意見・情報の交換を実施してい
ます。 

監査役と内部監査部門の連携：月2回の定例ミーティング及び監査役会にて情報を共有し連携を図っています。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定されて
いる人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

石川　芳男 他の会社の出身者 ○

大城　保 その他 ○ ○

本永　浩之 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

石川　芳男 ○

定型的な預金取引があります。その性質
等からみて、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはないと判断されることから概要
の記載は省略いたします。

株式会社の経営に関する高い知識・経験等を
当行の監査体制の強化にいかしていただくた
め、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準
に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと実質的に判断し、独立役員に
指定しております。

大城　保 ○

定型的な預金取引があります。その性質
等からみて、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはないと判断されることから概要
の記載は省略いたします。
・大城　保氏が平成28年3月まで理事長お
よび学長を務めていた学校法人沖縄国際
大学に当行取締役が平成23年より理事お
よび評議員に就任しており、社外役員の
相互就任の関係にありますが、同大学及
び当行においては、理事および社外役員
がそれぞれ複数人選任されているなど、
密接な関係が認められる先でないことか
ら、当行の独立社外役員の独立性判断基
準を満たしており、一般株主と利益相反が
生じるおそれはないと考えております。

大学教授として培われた専門的な知識・経験
等を当行の監査体制の強化にいかしていただ
くため、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準
に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと実質的に判断し、独立役員に
指定しております。

本永　浩之 ○

沖縄電力株式会社　代表取締役副社長

定型的な預金取引があります。その性質
等からみて、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはないと判断されることから概要
の記載は省略いたします。
・本永　浩之氏は、当行の取引先および
当行を取引先とする沖縄電力株式会社の
代表取締役副社長に就任されております
が、直近事業年度における同社との取引
は、当行の連結業務粗利益および同社の
連結売上高に占める割合は1％未満であ
り、また、同社は複数の金融機関で当行
と同規模以上の与信取引を行っているこ
とから、当行の独立社外役員の独立性判
断基準を満たしており、一般株主と利益相
反が生じるおそれはないと判断されること
から概要の記載は省略いたします。

株式会社の経営に関する高い知識・経験等
を、当行の監査体制の強化にいかしていただく
ため、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準
に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと実質的に判断し、独立役員に
指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

社外役員候補者の選任にあたっては、当行が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の「独立性判断基準」を
充たす者としております。
（1)当行を主要な取引先とする者、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
(2)当行の主要な取引先、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
なお、上記(1)、(2)において、主要な取引先とみなす基準は以下のとおりです。
・役務の提供等に伴う金銭の授受が、継続して（継続が見込まれる場合も含む。）、直近の事業年度の年間連結総売上高（当行の主要な取引先
の判断の場合は、当行の年間連結業務粗利益）の2％以上である場合。
・融資取引の場合は、当行が取引先に対する最上位の与信供与先であり、かつ、当行の融資方針の変更が取引先に甚大な影響を与える場合。
(3)現在または最近において、役員報酬以外に当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタン
ト、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）でなく、過去3年以内に
おいても当該団体に所属していないこと。
(4)当行の議決権比率5％を超える主要株主、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
(5)社外役員の相互就任の関係にある先のうち、双方が継続して相互に就任し、かつ、当行出身以外の社外役員が複数人存在しないなど、密接な
関係が認められる先の社外役員ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
(6)当行が、過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付等を行っている先、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していな
いこと。
(7)上記(1)～(6)までの要件を充足しない者や当行及びその子会社の取締役、監査役、重要な使用人の近親者（二親等以内の親族）でないこと。

※業務執行者とは役員・部長クラスを指す。
※会計専門家または法律専門家とは公認会計士、弁護士を指す。

【インセンティブ関係】



取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

平成28年6月24日の取締役会において決議されたもの

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割
当てることを、平成28年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容の概略は次のとおりです。
・付与対象者：当行の取締役（社外取締役を除く）7名
・新株予約権の目的となる株式の種類：普通株式
・株式の数：18,996株
・新株予約権の行使時の払込金額：新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与新株数
の総数を乗じた金額とする。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

社内取締役を、ストックオプションとしての新株予約権の付与対象者としております。社外取締役については、その役割をふまえ、対象者とし
ておりません。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

社内・社外別総額を開示しています。

（平成27年度実績）
取締役9名：報酬等の総額164百万円（基本報酬90百万円・賞与14百万円・ストックオプション58百万円）
監査役1名：報酬等の総額26百万円（基本報酬24百万円・賞与2百万円）
社外役員7名：報酬等の総額20百万円（基本報酬19百万円・賞与1百万円） 

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役及び監査役に対する報酬額等については、平成22年6月18日開催の第79回定時株主総会にて、次のとおり決議いただいておりま
す。

・取締役の報酬額（確定金額報酬額）は、年額132百万円以内（うち社外取締役分は年額15百万円以内）とし、支給時期、配分等について
は、取締役会に一任する。ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。
・監査役の報酬額（確定金額報酬額）は、年額40百万円以内とし、支給時期、配分等については、監査役の協議に一任する。
・取締役の報酬限度額とは別枠で取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を年額100百万円
以内の範囲で割当する。なお、各取締役への発行時期及び配分等については、取締役会に一任する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・社外取締役及び社外監査役へは、総合企画部より取締役会議案の事前説明を行なっている。
・監査役室へは、専従スタッフを1名配置、業務内容、監査役会開催事務局、議題の通知、営業店監査の連絡、社外監査役への情報伝達を行っ
ている。
・監査役会議事の社外監査役への事前説明は事前に資料郵送し、専従スタッフより架電、メール等で説明を行っている。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（1）業務執行に係る事項

　当行の取締役会は、10名の取締役（男性10名、女性0名）で構成されています。そのうち3名は独立性の高い社外取締役となっており、
経営に対する監督・助言等を行っております。取締役会は原則として毎月1回開催され、全取締役・全監査役出席のもと経営方針や
その他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を相互監督しております。
　なお、取締役会の他に、業務執行の審議機能を有する常務会（毎週1回・常勤監査役出席）を開催しています。また、各部の主要施策の執
行状況を監督する機能を有する経営会議（毎週1回・常勤監査役出席）を開催しています。更に、全部長参加による
部長会（毎週1回）にて、上記会議での決定事項・指示事項等を関連部へ指示・確認するとともに、全部署での情報の共有化を図っていま
す。
　当該経営体制により、迅速な業務執行が図られるとともに、監査役や独立性の高い社外役員による経営監視機能の強化が図られている
と考えています。



（2）監査・監督に係る事項
・監査役会
：監査役4名（男性4名、女性0名）のうち3名は、独立性の高い社外監査役としております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び
監査計画に基づき、取締役会や常務会への出席をはじめ様々な角度から、取締役会の業務執行状況を監査しております。また、「監査役、
会計監査人、内部監査部門の連携状況」、「社外監査役のサポート体制」等に記載のとおり、監査役室を常設し、専従スタッフが監査役に
よる監査をサポートするなど、監査役機能の強化に取り組んでいます。

・内部監査
：当行の内部監査部門（監査部）は17名で組織され、本部・営業店及び子会社に対して十分な牽制機能が働くよう、専担の取締役（頭
取）を配置するなど、独立性を確保する体制となっています。内部監査部門は、本部・営業店及び子会社を対象に、内部管理態勢の適切
性、有効性の検証を目的とした内部監査を実施し、問題点の指摘のみならず、改善方法の提言も行っています。

・会計監査
：当行の会計監査業務を執行した野中俊、城戸昭博の公認会計士2名は、有限責任監査法人トーマツに所属しております。

（3）指名・報酬決定に係る事項
　取締役候補者については、その適格性につき、会社法や銀行法、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等に基づき厳格に審査
のうえ、取締役会において決定しています。
　監査役候補者については、その適格性につき、会社法等に基づき厳格に審査のうえ、監査役会の事前の同意を得て、取締役会において
決定しています。
　取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の限度額をそれぞれ決定し、その範囲内
で取締役会の決議または監査役会の協議により決定しています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行の取締役会は、10名の取締役（うち社外取締役3名）で構成され、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務
執行を監督しております。また、当行は、監査役制度を採用しており、監査役4名（うち社外監査役3名）により、取締役会への出席など、様々
な角度から取締役の業務執行状況を監査しております。
　上記のほか、取締役会の下部組織として「常務会」、「リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」、「お客さま経営委員会」を設置して
おります。（「お客さま経営委員会」は、お客さまの声及び営業現場からの要望事項を経営施策に迅速に反映させることを目的に、平成25年
7月に設置いたしました。）
　なお、当行では、経営の意思決定及び業務執行状況に対する適正な監視監督機能の構築並びにコンプライアンスの徹底及びリスク管理
の強化を図るため、現状の体制を採用しており、企業統治の体制の概要については、最終頁【参考資料】の図のとおりであります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 平成28年の株主総会実施日：平成28年6月24日（集中日は同月29日、28日の順）

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第84回定時株主総会から議決権電子行使プラットフォームに参加しております

招集通知（要約）の英文での提供 第85回定時株主総会から召集通知の英文提供を行っております

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 毎年決算発表直後に県内7ヶ所にて説明会を実施している あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

東京都内にて年一回、沖縄県内にて年一回、説明会を実施している あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報（中間期、四半期、含む）、有価証券報告書、事業のご報告、ディ
スクロージャー、ミニディスクロージャー、会社説明会資料。

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署：総合企画部
担当役員：専務取締役/伊計　衛
事務連絡責任者：執行役員総合企画部長/山城　達彦

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「地域密着・地域貢献」という経営理念の下で、中期経営計画にCS経営・ES経営を当行の
基本方針として盛り込んでおり、そのなかで各種施策を実施しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

～沖縄銀行のCSR宣言～
沖縄銀行は銀行経営を通して、健康・環境・文化・福祉・教育へ貢献した経済活動を行いま
す。
＜健康応援BANK＞
特に健康への貢献を中心とした「健康応援BANK」として長期的に取組みます
・当行は「長寿日本一復活キャンペーン」を提唱し、その取組として、「がんじゅう割引」とのタ
イトルでローン金利の優遇を実施しています。
（対象者は、県内外開催のマラソン大会・ウォーキング大会の完走証または献血手帳を持参
の方）
（「がんじゅう」とは、沖縄県の方言で「元気・健康」といった意味を含んでおります）
・「長寿日本一復活キャンペーン」の一環として、那覇市医師会主催の「健康ウォーキング大
会」を協賛開催（年2回）しております。
・少年サッカー及びママさんバレーの県大会を特別協賛しています。
・おきぎんふるさと振興基金：創立35周年を記念して設立され、沖縄の産業・伝統文化の振
興、学術研究に励む方々を支援する目的で助成活動を続けています（平成3年から助成開
始）。

ステークホルダーに対する情報提供に係
る方針等の策定

関連各部により地域密着型推進会議を設置しており、地域貢献等に関する情報開示の取組
方針を公表しております。また、毎年進捗状況を更新・公開しております。

その他

当行は、女性の能力発揮の環境整備・拡大、管理職登用に積極的に取り組んでいます。
法人融資業務研修等の充実や女性行員の管理職・経営職への積極的な登用、働きやすい
職場作りとワークライフバランスの充実に向けた環境整備に強力に取り組んでおります。
平成27年3月末時点において、15名（うち部長代理2名、支店長4名、ローンFPステーション
店長5名、室長2名）の女性管理職が活躍しています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行が遵守すべき内部統制システムの体制整備を行い、不断の見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を構築しております。
1.損失の危機の管理に対する規程その他の体制
(1)取締役会は、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を目的に「リスク管理指針」及び各リスクの管理規程等を制定し、当行及びグルー
プ全体のリスク統括部署及び各リスクの管理部署、管理方法等を定めております。
(2)取締役会は、当行及びグループ全体のリスクの適切な管理・監視等を目的に「リスク管理委員会」を設置しております。「リスク管理委員会」
は、リスクの統括・管理部署より報告を受け、必要に応じて改善の指示を行うほか、取締役会から委任を受けた当行及びグループ全体のリスク管
理に関する事項を審議・決定し、定期的に取締役会へ報告しております。
(3)取締役会は、当行及びグループ全体の事業継続を図るための「業務継続計画規則」を定め、危機発生時(不慮の災害や障害及び事故等によ
る重大な被害の発生)における迅速かつ円滑な対応に努めております。

2.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、当行及びグループ会社の全役職員が遵守すべきものとして「法令等遵守要領」を定めております。
(2)取締役会は、コンプライアンス態勢の適切な管理・監視等を目的に「コンプライアンス委員会」を設置しております。「コンプライアンス委員会」
は、当行及びグループ全体のコンプライアンス態勢に関するチェック・評価等を行うほか、取締役会から権限の委譲を受けた事項について審議・
決定し、コンプライアンス・プログラムの進捗状況やその他の重要事項等を取締役会へ報告しております。
(3)取締役会は、当行の各部門及びグループ会社各社に「法令遵守担当者」を配置し、部門毎に「コンプライアンス勉強会」を実施し、各職員のコン
プライアンスの意識高揚に努めております。
(4)取締役会は、不祥事故、コンプライアンス違反など、コンプライアンス上問題のある事項を直接報告させる制度として「ヘルプライン」を設置し、
未然防止・拡大防止などの速やかな是正措置を講じております。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、職務分掌、職務権限等に関する規程を策定し、組織的、効率的な業務運営を実践しております。また、重要事項等の審議・決定
機関として「常務会」を設置しております。
(2)取締役会は、信用の維持及び預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑化を図るという金融機関の役割を踏まえた中期経営計画や年度
計画等を策定し、当行及びグループ会社の全役職員の共有する目標を設定しております。常務会・経営会議においてその進捗を管理し、必要な
経営施策については機動的に策定しております。
(3)取締役は、担当業務の執行状況について、定期的に取締役会へ報告しております。
(4)取締役会は、グループ会社も含めた業務運営を統制する文書の体系と、その制定・改廃及び運用について「規程等管理規則」を定め、効率的
な業務運営を遂行しております。

4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会は、「文書管理規則」を定め、当行取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存及び管理しております。

5.当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適切性を確保するための体制
(1)当行役員がグループ会社各社の業務の適切性を監視するとともに、「統合的リスク管理規則」及び「連結子会社リスク管理規則」において、グ
ループ会社の統括、管理部署を明らかにし、各社における金融円滑化、法令等遵守態勢やリスク管理態勢の整備等、グループ全体での内部統
制システムを構築しております。
(2)グループ会社各社は経営計画を策定するとともに、その業務執行状況を定期的に当行経営陣に対して報告を行い、グループ全体での効率性
を確保し、連携態勢を強化しております。
(3)内部監査部門は、グループ会社各社における法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の状況についての監査を行い、その結果を取締役会へ報告
するとともに、グループ会社各社に対して監査指摘事項に係る改善報告を求め、その進捗状況についてフォローしております。

6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役は監査役室を設置し、監査役及び監査役会（以下、「監査役会等」という。）の職務を補助すべき専任スタッフを配置しております。

7.監査役の職務遂行を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)専任スタッフは、監査役会等の監督に服し、当行の業務の執行にかかわる役職については、これを兼務させておりません。
(2)専任スタッフの人事に関しては、事前に監査役会等との意見交換を行うことなどにより、監査役会等へのサポート態勢維持に努めております。

8当行及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1)当行監査役には、当行及びグループ会社の取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人から業務執行の状況やその他重要事
項の報告を受ける機会を確保しております。
(2)当行及びグループ会社の取締役及び使用人は、必要に応じて監査役に対して報告を行っております。
(3)取締役会は、監査役へ報告を行った当行グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨
を当行グループの役職員に周知徹底しております。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項
　監査役がその職務の執行について、会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において協議の上、当該請求に係る費
用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。

10その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)頭取、会計監査人、内部監査部門は監査役と定期的に情報交換を行うなど、効率的な監査の実現に寄与するよう努めております。
(2)監査役が、必要に応じ外部専門家(弁護士・公認会計士など)に対し意見を聴取する機会を確保するよう努めております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況】

1.反社会的勢力排除に向けた基本方針
企業倫理へ反社会的勢力の排除を明記しており、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれに対処
しております。



2.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)企業倫理にて反社会的勢力の排除を明記するほか、法令等遵守要領にて、反社会的勢力への対策を策定し、役職員へ周知徹底しておりま
す。
(2)法令等遵守要領では、・反社会的勢力への対応体制、・具体的な対応要領、・業務妨害への対応、・具体的な違法行為などを策定しておりま
す。また、必要に応じて行内関係部署や警察等の外部機関と連携するなど、反社会的勢力との取引遮断に向けて組織的に取組んでおります。
(3)反社会的勢力の情報管理に関しては、反社会的勢力への対応に係る規則を制定し情報を適切に管理することで、取引防止や疑わしい取引の
届出等、必要な管理体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




